
 
四国ジュニアテニス選手権大会開催県の２県固定について 

 
 
四国ジュニアテニス選手権大会について、４県で持ち回り開催だった方式を、下記の通り
２県開催に変更します。 
 
 
１８・１６歳以下 高知県 香川県 
１４・１２歳以下 徳島県 愛媛県 
 
 
多くのコート面数を確保できる施設があるのが高知県・香川県のため、ドロー数の多い１
８・１６歳以下を高知県・香川県で、ドロー数の少ない１４・１２歳以下を徳島県・愛媛
県で開催することとします。 
 
 

以上 


